
 

 

令和７年度第２回 

 

四街道市国民健康保険運営協議会会議録 

１．開催日時  令和７年１１月１１日(火) 午後１時００分から午後１時３０分まで 

２．開催場所  四街道市保健センター３階第２会議室  

３．出席者 

《出席委員》 

     塚本会長、白髭職務代行、原委員、平委員、櫻井委員、武居委員、松浦委員、布施委員 

《事務局》 

     髙橋副参事、松尾国保年金課長、長谷川課長補佐、杉山係長、田中係長、 

藤谷主任主事、鈴木主事 

 

４．傍聴人  ０名 

５．議題 

（１）令和７年度四街道市国民健康保険特別会計の決算見込みについて（報告） 

（２）四街道市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則について（報告） 

（３）四街道市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則について（報告） 

６．審議の経過 

     別紙のとおり 
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事務局 
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令和７年度第２回国民健康保険運営協議会会議録 

令和７年１１月１１日（火）午後１時～１時３０分 

四街道市保健センター３階第２会議室  

 

--- 開会 --- 

 

--- 会長挨拶 --- 

 

本日は、定数１０名中、８名の委員の方々に御出席いただいております。 

四街道市国民健康保険条例施行規則第９条に規定する定足数であります委員

の半数５名に達しておりますので、会議成立となります。 

四街道市国民健康保険条例施行規則第７条の規定により、会長が議長を務め

ることになっております。会長、この後の議事進行をよろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは、皆さま改めてよろしくお願い致します。 

はじめに会議録作成についてですが、「四街道市審議会等の会議の公開に関す

る指針」により会議録を作成することとされております。また、発言者名につ

いては、同指針の解釈運用基準の規定により、原則として明記することとなっ

ておりますので、本協議会においても明記する取り扱いとしたいと思いますが、

皆様のご意見をお伺いします。 

 

--- 異議なし --- 

 

それでは、会議録には発言者名を明記することといたします。 

さて、本日の会議に傍聴者はいらっしゃいますか。 

 

傍聴者はおりません。 

 

 

では、この会議は運営協議会運営要領第３条の規定により、公開することに

なっておりますところ、本日の運営協議会の傍聴希望者はいませんので、この

まま続けさせて頂きます。 

それでは、次第の３．議題の（１）「令和７年度四街道市国民健康保険特別会

計の決算見込みについて」を議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

--- 説明 --- 
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（松尾課長） 

 

事務局からの説明が終わりました。 

ただいまの説明に対し、ご意見、ご質問がある方は挙手願います。 

 

 歳出の保険給付費について、一部の後期高齢者の方の医療費の自己負担額が

１割から２割に増えていますが、なぜ減少傾向にあるのですか。 

 

 今回のご報告につきましては、国民健康保険分のみであり、国民健康保険の

加入者数は減少しているため、保険給付費についても減少傾向となっておりま

す。一方で、委員のご質問のとおり、７５歳以上の後期高齢者医療保険の加入

者数は年々増加しており、保険給付費も増加傾向となっております。 

 

他にご質問・ご意見はございますか。 

 

---   特になし   --- 

 

ご質問・ご意見は出尽くしたようですので、「令和７年度四街道市国民健康保

険特別会計の決算見込みについて」は以上とします。 

続いて、議題（２）「四街道市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規

則について」を議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

---   説明   --- 

 

 

事務局からの説明が終わりました。 

ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問はありますか。 

 

 改正後の様式やシステムの変更について、不具合や使いづらさ等はあります

か。 

 

これからシステムの運用が始まるため、操作性についてはまだ不明なところ

ではありますが、今まで使用していたシステムは各自治体の運用に応じて作ら

れたものであったため、委員のおっしゃるとおり、当初は混乱が生じる可能性

があると考えております。 

 

 全国的に同一となるのですか。 

 

ゆくゆくは全国の自治体で同一のものとなります。どの自治体でも同じ様式

で手続きができるようになり、法改正があった際にも全国一斉に変えられるた

め、市民サービスの向上や事務負担の軽減に繋がるものと考えられております。 
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他にご質問・ご意見はございますか。 

 

---   特になし   --- 

 

ご質問・ご意見は出尽くしたようですので、「四街道市国民健康保険条例施行規

則の一部を改正する規則について」は以上とします。 

続いて、議題（３）「四街道市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する

規則について」を議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

---   説明   --- 

 

 

事務局からの説明が終わりました。 

ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問はありますか。 

 

---   特になし   --- 

 

ご質問・ご意見は無いようですので、「四街道市国民健康保険税条例施行規則

の一部を改正する規則について」は以上とします。 

続いて、次第の４．その他に進みます。 

委員の方から何かございますか。 

 

---   特になし   --- 

 

事務局から何かございますか。 

 

 

次回の協議会の予定についてですが、来年の２月頃を予定しております。 

つきましては、事前に皆様の日程を調査させていただきたいと思いますので、

これから、お配りいたします日程調査票をご記入の上、１２月２日（火）まで

に返信用封筒にて事務局までご提出いただきますようお願いいたします。調査

後、日程等が決まりましたら、改めてお知らせいたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 

ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問はありますか。 

 

 

---   特になし   --- 
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議長 

（塚本会長） 

 

 

それでは、本日の会議は以上としたいと思います。 

ありがとうございました。 

 


